
④ 介護サービスの提供

②要介護認定の申請

⑤ 利用者負担

（1割～2割）の

支払い

 ③

 要介護認定

 保険証の交付

⑥ サービス費の9割を払う

①保険料を納める

　　　浜中町福祉保健課（老人福祉センター）

      介護サービスを上手に利用しましょう      

介護保険は、介護が必要になっても、
その人らしい自立した生活が送れるよう支援する制度です。

サービス事業者

（指定を受けた社会福祉

　法人、医療法人、民間

　企業、非営利組織など）

○在宅サービス／施設
サービスを提供します

市町村（保険者）

○介護保険制度運営
○保険証交付
○保険給付
○介護サービスの

確保・整備

　私たち（被保険者）

○保険料を納めます。

○サービスが必要になったら

「申請」をします。

○サービスを利用したら利用
者負担を支払います。



① 申請をします。

○申請の窓口は、浜中町の介護保険係です。
○申請は。本人のほか、家族でもできます。

② 要介護認定が行われます。
○訪問調査
・調査員から、心身の状態について聞き取り調査を受けます。

○主治医の意見書
・浜中町の依頼により、主治医が意見書を作成します。

○認定調査
・「コンピュータによる一次判定」や「主治医の意見書」をもとに
どのくらいの介護が必要かなどを、保健・医療・福祉の専門家が審査します。

③ 認定の結果が届きます。
○介護が必要な度合い（要介護度）が決まり、月々の利用限度額が決まります。
認定は、「要支援１～２」、「要介護１～５」のいずれかに分かれます。

要介護度

要支援１  社会的支援を部分的に要する状態。 「新予防給付」

 排泄や食事はほとんど自分でできるが、 によるサービスが利用できます。

 立ち上がり歩行などに支援が必要。 （施設サービスは利用できません。）

 立ち上がりや歩行が不安定。

 排泄・入浴などに一部介助が必要。

 立ち上がりや歩行などが自力でできないことがある。 「居住サービス」
 排泄や入浴などに一部または全体の介助が必要。 または

 立ち上がりや歩行が自力ではできない。 「施設サービス」
 排泄、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要。 が利用できます。

要介護４  排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活に全面的介助が必要。

要介護５  意志の伝達が困難。生活全般について全面的介助が必要。

非該当
（自立）

介護保険のサービスは利用できませんが、
浜中町の保健福祉サービス・地域支援事
業を利用できます。

 支援や介護が必要とは認められない。

    手続きの流れ

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

利用できるサービス心身の状態例

1



④　ケアプランを作り、事業者と契約します。
居宅サービス
○ケアマネージャーと相談しながら、どんなサービスを利用するか選びます。
○ケアプラン（介護サービス計画）を作り、サービス事業者と契約を結びます。
（ご注意）ケアプランの作成については、利用者の負担はありません。

⑤　サービスを利用し、費用の一割を支払います。
○ケアプランにそって、サービスを利用します。
○サービスを利用したら、かかった費用の一割を支払います。

更新の申請
○認定には有効期間があります。引き続きサービスを利用したいときは、
認定の有効期間が過ぎる前に「更新」の手続きをしましょう。
（ご注意）状態が大きく変化したときは、いつでも変更申請ができます。

 地域支援事業の介護予防サービスは、対象者によって２種類あります。

 健康づくりや介護予防に関する各種講習会を  健康検査の結果などをもとに、今後要支援・要介護状態に
 開くなどして、いつまでも元気でいられるよう  なる可能性の高い方を地域包括支援センターで選定します。
 アドバイスします。
 ●浜中町では、一般高齢者施策として各地区での
 健康教室や、健康づくりの教室として
 “ハツラツ倶楽部わっはっは”を実施しています。

 ●浜中町では、特定高齢者施策として通所事業の
 “ほのぼのくらぶ”や、保健師・栄養士・歯科衛生士の
 訪問事業を実施しています。

○認定結果に不満がある場合は・・・
　　通知を受け取った日の翌日から６０日以内に不服申し立てができます。
　　不満がある場合は、まずは浜中町の介護保険係にご相談ください。

施設入所を希望される方は

施設に直接申し込みます。

一般の高齢者が対象（一次予防事業）
要介護状態となる恐れのある高齢者が対象

対象者の方は、地域包括支援センターの職員と相談しな

がら目標を決め、計画に沿ってサービスを利用します。
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介護保険で利用できる額には上限があります。

◆主な在宅サービスの支給限度額
　 　　「居宅サービス」

要介護度 　　　　●訪問介護（ホームヘルパー）
要支援１ 　　　　●訪問看護
要支援２ 　　　　●通所介護（デイサービス）
要介護１ 　　　　●短期入所生活介護
要介護２ 　　　　 （ショートステイ）
要介護３ 　　　　●福祉用具貸与
要介護４ 　　　　●訪問入浴
要介護５ 　　　　●通所リハビリ（デイケア）

利用限度額を超えてしまったらどうすればいいの？

　上限を超えてサービスを利用した場合、
　超えた分の全額を利用者に負担していた
　だきます。
　※超えた分は高額介護サービス費の対象にはなりません。

介護保険施設に入所した場合は、下記の費用がかかります

◆負担限度額（１日あたり）

ユニット型
個室

ユニット型
準個室

従来型
個室

多床室

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した従来型個室の負担限度額は（　）内の金額となります。

第３段階

390円

650円

第１段階

第２段階

1,640円

300円 820円

本人及び世帯全員が住民税非課税世帯で、合計所得金
額＋課税年金収入額＋【遺族年金・障害年金】収入額
合計が８０万円以下の人
本人及び世帯全員が住民税非課税世帯で、合計所得金
額＋課税年金収入額＋【遺族年金・障害年金】収入額
合計が８０万円を超える人

　　 ※左記の利用限度額で利用できる、

３６万　６５０円

490円

820円 490円

食費の
負担限度額

利用者負担段階

本人及び世帯全員が住民税非課税世帯で、老齢福祉年
金の受給者、生活保護の受給者

490円
（320円)

490円
(420円)

支
給
限
度
額

居住費等の負担限度額

1,310円

0円

370円

370円
1,310円
(820円）

    ５万　     ３０円
１０万４,７３０円
１６万６,９２０円
１９万６,１６０円
２６万９,３１０円
３０万８,０６０円

　  利用者の負担

利用限度額（１ヵ月）

 ●低所得の人は食費と居住費が軽減されます

 低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により食費と居住費の一定額
 以上は保険給付されます。

   ケアプランにもとづいてサービスを利用した場合、サービス事業者に
   支払うのは、原則としてかかった費用の１割です。
  （一定以上の所得がある方は２割です）

①サービス費用の1割 ②食費

在宅サービスの費用

施設サービスの費用

③居住費 ④日常生活費

１割自己負担 １割自己負担

9割保険給付 ９割保険給付

全額自己負担
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　同じ月に利用したサービスの利用者負担の

合計（同じ世帯内に複数の利用者がいる場合 ・住民税課税世帯の人

には世帯合算）が、右表の上限額を超えたと

きは、申請により超えた分が「高額介護サー ・世帯全員が住民税非課税の人

ビス費等」として後から支給されます。

※町介護保険係に「高額介護サービス費等支給申請書」
　を提出してください。
※支給限度額を超えた利用者負担分などは対象になりま
　せん。

○介護保険と医療保険の１年間の利用者負担が高額になったとき

　介護保険と医療保険の負担額が（介護保険は「高額介護サービス費」、医療保険は「高額療養費」）を

適用したあとの利用者負担額が、年間（８月～翌年７月）で合算して負担限度額を超えた場合は、

申請により超えた分があとから支給されます。

　介護保険サービスにはいろいろなサービスがあります。
　なるべく自立した生活が続けられるように、また、介護
する人の負担をできるだけ軽くするため必要なときに必要
なサービスを利用しましょう。

　

利用者負担段階区分 上限額

　　　３万７,２００円

　　介護保険のサービス

・医療保険制度における現役並み所得
者相当の方

　　　４万４,４００円

　　　 １万５,０００円

　　　 １万５,０００円・生活保護の受給者

・利用者負担を15,000円に軽減することで生
活保護受給者にならない場合

　　 　１万５,０００円

　　　２万４,６００円

・合計所得金額及び課税年金収入額の
合計が８０万円以上の人

・老齢福祉年金の受給者

利用者負担が高額になったとき

世帯

世帯

個人

個人

世帯

自宅で介護の手助けが欲しい

外に出て介護やリハビリを受けた
りみんなと交流したい

家庭での介護環境を整えたい

介護保険が適応される施設へ
入所したい

家族の介護の手を休ませたい

● 訪問介護 ● 訪問入浴

● 通所介護 ● 通所リハビリテーション

●通所介護 ●通所リハビリテーション
●短期入所生活介護

●福祉用具貸与 ●福祉用具購入
●住宅改修費支給

●介護老人福祉施設
●介護老人保健施設
●認知症対応型共同生活介護

世帯
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★施設を利用したサービスの場合、食費・滞在費・日常生活費など別途負担が必要です。

●訪問を受けて利用する

　ホームヘルパーに居宅を訪問してもらい、食事 　利用者が自立した生活ができるよう、ホームヘ
・入浴・排せつなどの身体介護や、調理・洗濯な ルパーに居宅を訪問してもらい、食事・入浴・排
どの生活援助が受けられます。 せつなどの支援を受けられます。

◆自己負担のめやす ◆自己負担のめやす（月単位の定額）
◎身体介護 ◎週１回程度の利用（１ヶ月）
（３０分未満） ３０６円　 　　　　　　　　要支援１・２／１，４５８円　
（３０分以上１時間未満の場合）４８４円　 ◎週２回程度の利用（１ヶ月）
（１時間以上１時間３０分未満）７０５円　 　　　　　　　　要支援１・２／２，９１６円　

◎生活援助 ◎週３回程度の（1ヶ月）
（３０分以上４５分未満） ２２８円　 　　　　　　　　要支援２のみ／４，６２６円　
（４５分以上） ２８１円　 ◎初回加算

◎初回加算　 ２１８円　
２１８円　 ※身体介護・生活援助の区分はありません。

ご注意ください！
　　　　以下のサービスは介護保険の対象にはなりません。
本人以外のためにすることや、日常生活上の家事の範囲を超えることなどは、
サービスの対象外です。

・本人以外の家族のための家事 ・家具の移動や修繕・模様替え
・預金の引き出し・預入 ・草むしり　　など

　疾病等を抱えている人が、 　疾病等を抱えている人が、看護師などに居宅を
看護師などに訪問してもらい 訪問してもらい、介護予防を目的とした療養上の
療養上の世話や診療の補助が 世話や診療の補助が受けられます。
受けられます。

◆自己負担のめやす ◆自己負担のめやす
（３０分未満） ５３８円　 （３０分未満） ５３８円　
（３０分以上１時間未満の場合） ９４２円　 （３０分以上１時間未満の場合） ９４２円　
（１時間以上１時間３０分未満）１，２９１円　 （１時間以上１時間３０分未満）１，２９１円　
　初回加算　　　　　　　　　　　　　３００円　 　初回加算 ３００円　

要介護１～５の人 要支援１・２の人

在宅サービス

訪問介護（ホームヘルプ）

訪 問 看 護
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　介護職員等に移動入浴車で居宅を訪問 　疾病などの特別な理由がある場合に、
してもらい、浴槽の提供を受けて、入浴 介護職員等に居宅を訪問してもらい、入
介護が受けられます。 浴の支援が受けられます。

◆自己負担のめやす（１回） ◆自己負担のめやす（１回）

●通所して利用する

　通所介護施設で、食事・入浴・排せつなどの日 　通所介護施設で、食事・入浴・排せつなどの日
常生活上の支援や、機能訓練などの日帰りで受け 常生活上の支援や、機能訓練などが日帰りで受け
られます。 られます。

◆自己負担のめやす（１回）
要介護１　／ １，１５３円

要介護２　／ １，２６１円
要介護３　／ １，３６９円 ◆自己負担のめやす（月単位の定額）
要介護４　／ １，４４０円 　要支援１（週１回めやす） １，７０８円　
要介護５　／ １，５４４円 　要支援２（週２回めやす） ３，５６２円　

※送迎・食事代５００円（実費）を含みます。 ※食事代は１食あたり500円かかります。
※入浴なしは５０円減額となります。

　医療施設などで、生活行為向上のためのリハビ 　医療施設などで、リハ
リテーションが日帰りで受けられます。 ビリテーションが日帰り
◆自己負担のめやす（１回） で受けられます。
要介護１　／ ４５９円
要介護２　／ ５３６円
要介護３　／ ６１３円 ◆自己負担のめやす（月単位の定額）
要介護４　／ ６９２円 　要支援１（週１回めやす） １，８９８円　
要介護５　／ ７６９円 　要支援２（週２回めやす） ３，８９１円　

※このほかに通所リハマネジメント加算２３０円
 （１ヶ月）がかかります。

１，３１３円 ８８７円

要介護１～５の人 要支援１・２の人

通所介護（デイサービス）

通所リハビリテーション

訪 問 入 浴
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●居宅での暮らしを支える

　日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与 　福祉用具のうち、介護予防に役立つものについ
が受けられます。 て貸与が受けられます。

◆サービス費用について ◆サービス費用について

　入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入し 　入浴や排せつなどに使用する福祉用具のうち介
たとき、購入費が支給されます。 護予防に役立つ用具を購入したとき、購入費が支
※申請が必要です。 給されます。

※申請が必要です。

◆サービス費用について ◆サービス費用について

　手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を 　介護予防に役立つ、手すりの取り付けや段差解
したとき、住宅改修費が支給されます。 消などの住宅改修をしたとき、住宅改修費が支給
※事前に申請が必要です。 されます。

※事前に申請が必要です。

◆サービス費用について ◆サービス費用について

20万円を上限に費用の9割が支給されます。 20万円を上限に費用の9割が支給されます。

要介護１～５の人 要支援１・２の人

実際に貸与した費用に応じて異なります。 実際に貸与した費用に応じて異なります。

同年度で10万円を上限に、費用の9割が支給
されます。

同年度で10万円を上限に、費用の9割が支給
されます。

福祉用具貸与

福祉用具購入

住宅改修

●車いす ●車いす付属品 ●特殊寝台 ●特殊寝台付属品 ●特殊尿器
●床ずれ防止用具 ●体位変換器 ●手すり(工事を伴わないもの) ●歩行器
●スロープ(工事を伴わないもの) ●徘徊探知機 ●移動用リフト(つり具を除く)

※要支援１・２及び要介護１の人は、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、
床ずれ防止用具、体位変換器、徘徊探知器、移動用リフトは原則として保険給付
の対象になりません。

●腰かけ便座 ●入浴補助用具 ●特殊尿器 ●簡易浴槽
●移動用リフトのつり具

●滑りの防止・移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
●手すりの取り付け ●段差の解消 ●引き戸などへの扉の取り替え

※上記の改修に伴って必要となる改修も対象となります。
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●短期間入所する

　介護老人福祉施設などに短期間入所して、日常 　介護老人福祉施設などに短期間入所して、介護
生活上の支援や機能訓練などが受けられます。 予防を目的とした日常生活の支援や機能訓練が必

要です。

◆自己負担のめやす（１日）
◎介護老人福祉施設
要介護１　／ １，０２１円
要介護２　／ １，０９０円
要介護３　／ １，１６０円 ◆自己負担のめやす（１日）
要介護４　／ １，２２９円 　　要支援１／ ８４１円
要介護５　／ １，２９７円 　　要支援２／ ９４５円

※送迎を利用する場合は片道184円加算します。 ※送迎を利用する場合は、片道184円加算します。
※食事代は１食あたり500円かかります。 ※食事代は１食あたり500円かかります。
※個室の場合は別途加算があります。 ※個室利用の場合は別途が加算あります。
※居住費（370円）とオムツ代は金額に含まれて ※居住費（370円）とオムツ代は金額に含まれて
　います。 　います。

●在宅に近い暮らしをする

　有料老人ホームなどに入居している人が、日常 　有料老人ホームなどに入居している人が、介護
生活上の世話や機能訓練が受けられます。 予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練な

どが受けられます。

◆自己負担のめやす（１日）
要介護１　／ ５７１円　
要介護２　／ ６４１円　
要介護３　／ ７１１円　 ◆自己負担のめやす（１日）
要介護４　／ ７８０円　 　　要支援１／ ２０３円
要介護５　／ ８５１円　 　　要支援２／ ４６９円

※このほかに居室費・食事代がかかります。 ※このほかに居室費・食事代がかかります。

要介護１～５の人 要支援１・２の人

要介護１～５の人 要支援１・２の人

短期入所（ショートステイ）

特定施設入所者介護
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　介護保険施設に入所した場合は、サービス費用の一割（下表）・食費・居住費・日常生活費が
利用者の負担になります。

　常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。

◆自己負担のめやす（月額）

　状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションや介護が受けられます。

◆自己負担のめやす（月額）

　長期の療養を必要とする人のための施設で、医療・看護・介護・リハビリテーションなどが
受けられます。

◆自己負担のめやす（月額）

要介護４ ３３，９６０円 ３７，２９０円 ３７，３８０円
要介護５ ３６，６９０円 ４０，０２０円 ４０，１１０円

要介護２ ２３，７９０円 ２７，１２０円 ２７，２１０円
要介護３ ３０，９３０円 ３４，２６０円 ３４，３５０円

従来型個室 多床室
ユニット型個室
ユニット型準個室

要介護１ ２０，４９０円 ２３，８２０円 ２３，９１０円

要介護４ ２６，７００円 ２９，０７０円 ２９，１６０円
要介護５ ２８，２９０円 ３０，６６０円 ３０，７５０円

要介護２ ２３，４９０円 ２５，８６０円 ２５，９５０円
要介護３ ２５，０８０円 ２７，４５０円 ２７，５４０円

従来型個室 多床室
ユニット型個室
ユニット型準個室

要介護１ ２２，０２０円 ２４，３９０円 ２４，４８０円

要介護４ ２４，０３０円 ２５，８９０円 ２６，４３０円
要介護５ ２６，１３０円 ２７，９９０円 ２８，２３０円

要介護２ １９，８００円 ２１，６６６円 ２２，２００円
要介護３ ２１，９００円 ２３，７６０円 ２４，３００円

要介護１～５の人

従来型個室 多床室
ユニット型個室
ユニット型準個室

要介護１ １７，６７０円 １９，５３０円 ２０，０７０円

介護老人保健施設（老人保健施設）

施設サービス

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

介護療養型医療施設（療養病床等）

■基準額用額：施設における食費・居住費の平均的な費用を勘案して定める額（１日あたり）
●食 費：1,380円
●居住費：ユニット型個室～1,970円 ユニット型準個室～1,670円 多床室～320円
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　認知症の人が共同生活する住居で、食 　認知症の人が共同生活する住居で、日
事・入浴などの介護が受けられます。 常生活上の支援や機能訓練などが受けら

れます。
◆自己負担額のめやす（１月につき） ※要支援１の人は利用できません。
要介護１　／ ２４，０６０円
要介護２　／ ２５，２００円 ◆自己負担額のめやす（１月につき）
要介護３　／ ２５，９５０円
要介護４　／ ２６，４６０円
要介護５　／ ２７，０００円 ※なごみ浜中に入所した場合は下記別途費用が

※なごみ浜中に入所した場合は下記別途費用が 　かかります。
　かかります。 ・初期加算　900円（入所月のみ）
・初期加算　900円（入所月のみ） ・医療連携加算　1,170円
・医療連携加算　1,170円 ・夜間ケア加算　1,500円
・夜間ケア加算　1,500円 ・介護職員処遇改善加算　所定費用に3.9%を
・介護職員処遇改善加算　所定費用に3.9%を 　乗じた額
　乗じた額

要介護１～５の人 要支援１・２の人

要支援２／  ２３，９４０円　　　

地域密着型サービス（原則として他の市町村のサービスは利用できません）

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

■グループホームなごみ浜中に入所した場合は、
上記のほかに居住費・食材費など以下の料金がかかります。

●食材料費：36,000円 ●居住費：30,000円 ●水道光熱費：10,000円

●暖房費（11月～3月）：9,000円 （4.5.6.9.10月）：3,000円
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事業名

〇対象：

〇内容：

〇対象：

〇内容：

〇対象：

〇内容：

〇対象：

〇内容：

○対象：

○内容： 介護手当（月額10,000円）を支給する

〇対象：

〇内容：

〇対象：

〇内容：

〇料金： １回3,000円以内については無料

〇対象：

〇料金： １日につき3,000円

〇対象：

〇内容：

〇料金： 無料

〇対象：

〇内容：

〇料金： 30分未満　150円・30分～1時間未満　300円

1時間以上　450円・１時間以上30分を増すごとに150円

〇対象：

〇内容：

〇料金：

片道1回1時間以上　450円・片道１回１時間以上３０分を増すごとに150円

介護保険以外の福祉サービス
（お問い合わせは福祉保健課福祉係　TEL 62-2305へ）

事業内容

紙おむつ助成事業

身体の障害及び疾病等で日常的に紙おむつ等の使用を必要とする65歳以上の高齢者に対し紙おむつ等
の購入費の一部を助成します。

・町内に在住する６５歳以上の者（要介護３～５）

・重度の身体障害者で寝たきり又は常時車椅子を利用している者

月額5000円を助成

日常生活用具貸付事業

浜中町に居住するねたきり、ひとり暮らし、その他貸付を必要と認める世帯が必要とする日常生活用
具を貸付します。

ねたきり、一人暮らし、その他貸付を必要とする65歳以上の高齢者

特殊寝台・マットレス・ポータブル浴槽・エアマット・歩行器・緊急通報装置・車椅子等

T字ステッキ支給事業
必要とするT字ステッキを給付し、障害を持つ高齢者の日常生活を支援します。

65歳以上で日常生活において歩行に障害があり用具の必要性が認められる者

T字ステッキの給付

認知症高齢者介護手当
支給事業

在宅の認知症高齢者の介護に対し、介護の労をねぎらうため介護手当を支給します。
65歳以上の在宅者で長谷川式スケールにより15点以下の者を無給で６ヶ月以上介護する者で審査により認められた者

介護手当（月額10,000円）を支給する

在宅重度障害者等
福祉介護手当

在宅の重度障がい者や寝たきり高齢者を介護している方に対し、介護の労をねぎらうため介護手当を
支給します。

６５歳未満の在宅重度障がい者（身体障害者手帳１～２級、療育手帳A判定相当）又は６５歳以上の高齢者で常時寝た
きりの状態にある者を無給で6ヶ月以上介護する者で審査により認められた者

福祉灯油購入助成
老人世帯、障害者世帯及びひとり親世帯の低所得世帯に対し、冬期間の暖房費の一部を助成します。

75歳以上単身・75歳以上で一方が70歳以上の夫婦世帯　などで住民税非課税世帯

１世帯当たり100Lを助成（助成券を交付）

布団乾燥殺菌消毒
サービス事業

布団干しなどの寝具の衛生管理が困難な方に対し、寝具の丸洗い乾燥殺菌消毒を行います。
虚弱老人世帯の方・重度身体障害のある方

寝具の丸洗い乾燥殺菌消毒

運送区間～浜中町内

短期宿泊事業

在宅で介護を受けることが困難となった、高齢者等を介護者に代わって特別養護老人ホームに一時的
に宿泊させ、介護を行います。

65歳以上の高齢者で、介護保険非該当となった方・重度身体障害者

除雪サービス事業

徐排雪が困難な世帯の日常生活の安全のため、必要な箇所の除雪を行います。
在宅で生活する65歳以上の高齢者で、一人暮らし世帯、高齢者だけの世帯

20ｃｍ以上の積雪で住宅から生活道路までの除雪

片道１回30分未満　150円・片道１回30分以上１時間未満　300円

自立生活ヘルパー事業

在宅の高齢者等が自立した日常生活を営むことができるよう、居宅の整理整頓、相談相手、安否確認
などを行います。

概ね65歳以上の高齢者のいる家庭で、高齢者又はその家族で生活支援サービスを必要とする者

通院等の介助その他必要な身体介助・投薬受取・居宅の整理整頓・関係機関との連絡調整・相談相手・安否確認　等

外出支援サービス事業

在宅高齢者を外出支援サービス車両により居宅から医療機関などへの送迎を行います。
・概ね65歳以上の一人暮らし高齢者または高齢者夫婦世帯で、身体の障害や慢性疾患を有しているため外出の際におけ
る移動手段の確保が困難なもの
・寝たきりの高齢者または重度の身体障害者等を抱える家族で、本人が外出する際に移動困難が伴うため家族から要請
がある場合

・その他町長が移送を必要と認める者
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　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　保険料は所得によって分かれます

● 65歳以上の方の保険料は、市町村の介護サービス量費用がまかなえるよう算出された
　「基準額」をもとに決まります。
● 町の平成２７～２９年度の「基準額」は下記のとおり決まりました。

●「基準額」は所得段階の「第５段階」の額にあたります。
● その「基準額」をもとに、所得によって１～９段階の保険料に分かれます。

所得段階 保険料(月額) 保険料(年額)
●生活保護受給者の方

第２段階の方 2,966円 35,600円

第３段階の方 2,966円 35,600円

第４段階の方 3,558円 42,700円

第５段階の方 3,958円 47,500円

第６段階の方 4,750円 57,000円

第7段階の方 5,141円 61,700円

第８段階の方 5,933円 71,200円

第９段階の方 6,725円 80,700円

※１ 老齢福祉年金 明治44年（1911年）4月1日以前に生まれた方、または大正5年（1916年）
４月１日以前に生まれた方で、一定の要件を満たしている方が受けている年金です。

※２ 合計所得金額　｢所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。

対象となる方

●世帯全員が市町村民税非課税の方で、前年の合計所得金額※
２と年金収入の合計が80万円以下の方。

世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入と合計所
得金額の合計が120万円を超える方。

第１段階の方

世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入と合計所
得金額の合計が８０万円を超え、120万円以下の方。

●老齢福祉年金受給者※１で、世帯全員が市町村民税
非課税の方

世帯内に課税者がおり、本人は市町村民税非課税で前年の課税
年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方。

世帯内に課税者がおり、本人は市町村民税非課税で前年の課税
年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方。

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満
の方。

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が290万円以上
の方。

1,775円 2１,３00円

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上
190万未満の方。

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以上
290万未満の方。

浜中町の基準額 47,500円（年額）

 　介護保険に関するお問い合わせは・・・

　　　浜中町役場　福祉保健課　介護保険係へ

　　　　　  TEL　0153－62－2319
　　　　     FAX　0153－62－3049
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　　　介護保険料を滞納すると　

　利用者負担が引き上げられる期間は、保険料の未納期間が長いほど長くなる
ように設定されています。
　この措置は現在サービスを受けていない場合でも、将来介護サービスを受け
るときに適用になります。

    保険給付が一時差し止められます

　２年以上滞納すると
    利用者負担が引き上げられます

皆さまから納めていただく保険料は、介護保険を支える大切な財源です。
保険料の納付にご協力をお願いいたします。

　さらに滞納が続くと、利用者負担は全額自己負担になり、申請しても９割分
が払い戻しされなくなります（保険給付の一時差し止め）。保険給付が一時差
し止めになっても保険料を納付しない場合には、差し止められた保険給付額が
滞納保険料にあてられることになります。

　保険料未納期間に応じて、利用者負担額が１割から３割に引き上げられま
す。また、高額介護サービス費（１割の利用者負担が高額になり、一定額を超
えた場合に支給される費用）の支給が受けられなくなります。

　介護保険でサービスを利用されるとき、利用者はかかった費用の１割を負担
いただくだけで、後の９割は介護保険から給付されます。
　納付期限から１年以上、災害などの特別な事情がないのに介護保険料を納め
ていない方は、滞納期間の長さに応じて、次のような給付制限措置が決められ
ています。

　　　　　　　　以下の制約があります!!

　１年以上滞納すると

    支払い方法が変更になります

　１年６ヶ月以上滞納すると

　介護サービスの利用者負担は１割から１０割になり、９割分は後で町から払
い戻しを受けるための申請が必要になります（保険給付の償還払い）。
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　・浜中町介護予防支援事業所（霧多布）・・・・・・・・ ６２－２３０７

＜居宅介護支援事業所（ケアプラン）＞
　・浜中町ケアマネージメントセンター（霧多布）・・・・・６２－２３１９
　・ハイツ・野いちご居宅介護支援事業所（茶内）・・・・ ６５－３１００
　・浜中居宅介護支援センター　あやめ（仲の浜）・・・・・６２－３６０１
　・しゃきょう介護プランセンター　あじさい（霧多布）・・６２－５０１６

＜通所介護（デイサービス）＞
　・デイサービスセンター　ハイツ野いちご（茶内）・・・・６５－３１００

＜訪問介護（ホームヘルプサービス）＞
　・しゃきょう介護センターえぞふうろ（霧多布）・・・・・６２－５０１６

＜訪問看護＞
　・厚岸地域浜中訪問看護ステーション（霧多布）・・・・・６２－５３６２

＜短期入所生活介護（ショートステイ）＞
　・ショートステイ　ハイツ野いちご（茶内）・・・・・・・６５ー３１００

＜介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）＞
　・特別養護老人ホーム　ハイツ野いちご（茶内）・・・・・６５－３１００

＜介護療養型医療施設＞
　・町立浜中診療所（霧多布）・・・・・・・・・・・・・ ６２－２２３３

＜認知症共同生活介護施設（グループホーム）＞
　・グループホーム　なごみ浜中（浜中）・・・・・・・・・６４－２１２１

　茶内地区 　霧多布地区

←釧路 根室→ ←霧多布大橋

　文化センター ● ●調剤薬局 ●
●

●町立浜中診療所
町立茶内●
診療所

国道４４号線

茶内駅
浜中町役場

特別養護老人ホーム ハイツ野いちご

・デイサービス ・ショートステイ

・居宅介護支援事業所

老人福祉センター

・しゃきょう介護センター えぞふうろ
・しゃきょう介護プランセンター あじさい
・訪問看護ステーション
・浜中町ケアマネジメントセンター
・浜中町地域包括支援センター

地域包括支援センター

居宅介護サービス事業所

施設サービス

14



地域包括支援センターは、町が運営している機関で、高齢者のみなさんが住みなれた
町で安心して暮らしていけるように、介護、福祉、健康、医療など、さまざまな面か
ら高齢者やその家族を支えています。

○高齢者に関するさまざまな相談を受け付けています

介護や福祉、医療などに関することはもちろん、どこに相談したらよいかわから
ないような心配事や悩みは、まず地域包括支援センターにご相談ください。
相談内容に応じて適切な機関等と連絡をとり、必要な情報やサービス、関係機関
を紹介したり、支援したりします。

○高齢者の権利を守るための支援を行います

高齢者の虐待防止・早期発見、消費者被害、成年後見制度活用に関する相談や必
要な支援を行います。

○介護予防に関する支援を行います

介護保険の要介護認定で「非該当」と判断された方や、アンケートや相談などか
ら介護予防サービスの利用が必要と思われる高齢者の方を対象に、介護予防事業
の利用に向けた支援を行います。
要介護認定で「要支援１・２」の方を対象に、自立した生活を送ることができる
よう支援します。

○高齢者を見守る関係機関のネットワークづくりを進めます

高齢者一人ひとりの心身の状態、生活環境の変化などにおけるさまざまな問題を
解決するために、関係機関のネットワークを活用し、支援を行います。

高齢者に関する相談は

浜中町地域包括支援センターへ
（ＴＥＬ６２－２３０７）
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